
書式第 12'ナ (法 第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2023年 度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人   生きテ ク

1 事業の成果

主にコロナ禍における自殺防止対策の講演やイベン トを行った。自殺対策の第一人者である一橋大学客

員教授 や、障がい者の中が自殺率が極めて高いことから、日本有数の障がい者団体である認定

NPO法人ココロのバ リアフリー計画 や、日本の NPO業界で最も著名な 1人であ

など多くの業界人とのコネクションを強めた。

また、活動 1年 目にして東京都の「令和 5年度新型コロナウイルス感染症に対応 した自殺対策防止事業」

の採択を受け事業を遂行 し、厚生労働省の 「令和 6年度地域 自殺対策強化交付金 (地域特性重点特化事

業)」 に推薦 していただくまでに至った。

事業の成果としても、一般の参加者をは じめ、各界の関係者を集め、これからの自殺対策についての必

要性をイベン トの中で有意義に説いていくことができた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1583】 千円)

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 0 】千円)
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物品、権利等

の運用事業

生きテクのロゴやポスターなどの関連商品及び、

特許などを使用したコト・モノを活用した契約

2023年度は実施予定無 し
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書式第 14号 (法第 28条 関係 )

2023年 度 活動計算書 (そ の他事業が上う場合)

特定非営利活動法人

事 業 報 告 用

円 )

その他事業

金  額 1小計・合計
合 計科 目

特定非営利活動に係る事業
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1年式第 15号 (法第 28条関係 )

2023年 度 貸借対照表

事 業 報 告 用
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書式第 17'」 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2023年度 財産目録
特定非営利活動法人 生きテ ク
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書式第 18号 (法 第 28条関係 )

年度年間役員名簿 Jl言篇糖だぢ席 譜f騒|:鮮ξ赫結緯蜜理爆
所並

特定非営利
'置
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1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)
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書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

社 員 名 簿 (社 員のうち¬0人以上の者の名簿)

|

氏   名

1 谷口龍司

2 若新雄純

3

萱原正嗣

4

躍尾 遥

5

古屋文隆  

6

大畑里佳  

7

杉村貴裕

8

原田卓哉

9

都築則彦

10

梅原大空
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